
水道水の水質試験受託取扱規程を公布する。 

令和４年３月３１日 

京都市公営企業管理者     

上下水道局長 吉川 雅則   

京都市上下水道局管理規程第２４号 

水道水の水質試験受託取扱規程 

（目的） 

第１条 この規程は，他の地方公共団体が水道法第１８条において請求された水質検査（以

下「水質検査」という。）を京都市公営企業管理者上下水道局長（以下「管理者」という。）

に依頼する場合の取扱いについて定めるものである。 

（水質検査の依頼） 

第２条 管理者は，水質検査の依頼を受けたときは，水道水中に確認される異物の分析（以

下「水質試験」という。）を行う。 

２ 水質検査を依頼する者（以下「依頼者」という。）は，水質試験を受けようとする日ま

でに，試験依頼書（様式１）により管理者に申請するものとする。 

（受託の承諾） 

第３条 管理者は，前条の規定による申請があった場合において，これを審査し，次の各

号の要件が満たされていると認めるとき又は特に必要と認めるときは，依頼者に受託の

承諾を行うものとする。 

  第２条に該当する異物が含まれる試料に係る水質試験であること。 

  受託する水質試験により業務に支障をきたすおそれがないこと。 

（試料の採取及び搬入） 

第４条 水質検査を依頼するための試料の採取は，依頼者が自己の責任と負担において，

実施するものとし，試料を採取するための器具については，依頼者が準備しなければな

らない。 

２ 依頼者は，自己の責任と負担において，管理者の指定する場所に試料を搬入しなけれ

ばならない。 

３ 試料は，異物の外観が見える清潔な容器（２００ミリリットル程度）等に採取したも

のでなければならない。 

（水質試験の実施及び試験結果の通知） 



第５条 管理者は，次の各号に掲げるいずれかの手法により水質試験を実施するものとす

る。 

   赤外線を用いた機器による分析 

   エックス線を用いた機器による分析 

   その他管理者が必要であると認めた手法 

２ 管理者は，前項の結果を試験結果書（様式２）により依頼者に通知する。この場合に

おいて，管理者は前項各号に掲げる手法により，異物の内容が特定できなかったときは

試験結果を不明として通知する。 

（水質試験に要する費用の負担及び請求） 

第６条 水質試験に要する費用は，１つの試料につき２２，０００円（消費税額及び地方

消費税額に相当する額を含む。）とし，依頼者の負担とする。 

２ 前項にかかわらず，管理者は，前条第１項第３号に掲げる手法により水質試験を実施

した場合は，前項の費用に加えて追加で費用を徴収することができる。 

３ 前項において，追加で徴収する費用の額については依頼者と事前に協議のうえ決定す

るものとする。 

４ 管理者は，前条第２項に基づき水質試験の結果を通知する際には，水質試験に要する

費用負担を求める納入通知書を依頼者に送付する。 

（水質試験に要する費用の納入） 

第７条 依頼者は，前条第４項の納入通知書を受領した日から３０日以内に，水質試験に

要した費用を管理者が指定する口座に振り込むことにより納入しなければならない。 

（試料及び容器の処分） 

第８条 水質試験完了後の試料及び容器は，管理者が処分する。ただし，依頼者が容器の

返却を希望した場合は，返却するものとし，その場合に係る容器の運搬費用は，依頼者

の負担とする。 

（水質試験の中止及び変更による費用の負担） 

第９条 第２条の申請後，依頼者の事情により依頼を取り消した場合，又は，大幅に依頼

内容を変更した場合において，管理者が必要と認めるときは，依頼者は次の各号に定め

る費用を負担しなければならない。 

  水質試験を中止するまでに要した費用 

  依頼内容の変更により，不要になった水質試験に係る費用 



  その他，上下水道局に損害を与えた場合の費用 

（損害賠償） 

第１０条 水質試験の実施に伴い，上下水道局に生じた損害は，上下水道局に故意又は重

大な過失がある場合を除き，依頼者の負担とする。 

（水質試験の結果に対する説明の請求） 

第１１条 依頼者は，第５条第２項の結果に疑義がある場合は，管理者に理由の説明を求

めることができる。 

（補則） 

第１２条 この規程に定めるもののほか，水道水の水質試験受託の取扱いに関し必要な事

項は，管理者が定める。 

附 則 

この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

  



（様式１）                            

 年  月  日 

試 験 依 頼 書 

（あて先） 

京都市公営企業管理者上下水道局長 

（担当：技術監理室監理課） 

（依頼者）                  

住  所                 

市町村名                 

部 署 名                 

担当者名                 

連 絡 先                 

 以下のとおり，水道水の異物の分析を依頼します。 

採 水 年 月 日 
年  月  日（ ） 

採 水 時 間  
午前 ・ 午後    時   分 

採 水 地 点  

 

 

 

※採水箇所周辺の状況が把握できる写真を添付してください。 

※付近の配管図等を添付してください。 

異物に関する内容 

 

 

 

特定の蛇口から出ている・全ての蛇口から出ている 

備 考 
 

搬 入 方 法  
依頼者が自ら持参 ・ その他 



（様式２） 

年  月  日 

              様 

京都市公営企業管理者上下水道局長 

（担当：技術監理室監理課） 

 

試 験 結 果 書 

 

依 頼 者 
 

※市町村及び部署名を記載 

採 水 年 月 日 年  月  日（ ） 

採 水 地 点   

搬 入 方 法  依頼者が自ら持参 ・ その他 

分 析 方 法  赤外分光光度計（FT-IR） ・ 電子顕微鏡 ・ その他 

試 験 結 果  

 

備 考  

試 験 期 日  年  月  日（ ） 

試 験 機 関  京都市上下水道局 技術監理室 

水質管理センター 水質第１課 

試 験 責 任 者 水質第１課長 

（上下水道局技術監理室監理課） 


